
 
 

自転車のまちつくば推進委員会設置要項新旧対照表 
新 旧 

 
第１条－第５条 （略） 

 
 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は，企画部総合交通政策課において処理す

る。 

 
第７条 （略） 

 
附 則 

 この要項は，平成 28 年７月 21 日から施行する。 

 
 

 
第１条－第５条 （略） 
 
 （庶務） 
第６条 委員会の庶務は，まちづくり推進部交通政策課において処

理する。 
 
第７条 （略） 
 

 

資料１ 


